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体育施設の利用再開について 

 

これまで利用を制限していた市内体育施設について、下記のとおり利用を再開いたします。 

施設利用の際は新型コロナウイルス感染症の感染対策を十分にしていただき、感染拡大の防

止に努めていただきますようお願いいたします。 

また、今後の感染状況により、内容を改めることがあります。その場合は市ホームページ等

でお知らせいたします。 

 

記 

 

利用再開日  令和２年６月１日（月） 

 

対象施設   市民体育館、スポーツランド（プール・テニスコート）、スポーツセンター、

武道館、弓道場、相撲場、さわやかホール、市民野球場（雨天練習場含む）、

健康広場、野々市中央公園運動広場、押野中央公園運動広場、野々市中央公

園テニスコート 

 

※市民体育館・スポーツセンターのトレーニング機器は引き続き使用できません。 

 

主な注意事項 

 

・６月１日から６月 14日の間は、屋内・屋外施設を問わず、団体利用・個人利用ともに 

２時間を限度とします。 

・屋内施設においては、運動時以外は必ずマスクを着用してください。 

マスクのない方の入館はお断りします。 

・ラケットやボールの貸出は行いません。必要な用具は各自でご持参ください。 

・屋内施設内での食事は禁止します。また、ごみは各自でお持ち帰りください。 

・当面の間、受付時に住所や電話番号を記載いただくこととします。 
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